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八幡浜市が融資資金を預入れしている次の取り扱い金融機関で低利率の融資を受けることができます。

（伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、香川銀行、四国銀行、高知銀行、西宇和農業協同組合の各支店)

 

	  項目    	【一般経営資金】	【緊急経営資金】
	申込方法	
 ○ 窓口は、取扱い金融機関（伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、香川銀行、四国銀行、高知銀行、西宇和農業協同組合の各支店）を通じて、

　　八幡浜市役所産業建設部商工観光課にお申込みください。

 ※ 随時受け付けており（休日を除く）、申込受付後、審査を行い、速やかに融資を実行します。


	事業者要件	
（１）市内で１年以上継続して、同一の業種を営んでいる

　　   中小企業者である法人又は個人
（２）市内に住所又は事務所を有するもの
（３）市税を完納しているもの

※ 既に八幡浜市中小企業振興資金融資を受けているものは、旧債決済を行うことができます。

(残高に関係なく借り換えできます。)

	
（１）市内で１年以上継続して、同一の業種を営んでいる

         中小企業者である法人又は個人
（２）市内に住所又は事務所を有するもの
（３）市税を完納しているもの（徴収猶予が認められたものを含む。）
（４）直近の３か月間又は２か月間の月平均売上高が昨年同期の月平均売上高と比較して５.00％以上減少しているもの

※ 既に八幡浜市中小企業振興資金融資を受けているものは、旧債決済を行うことができます。
(残高に関係なく借り換えできます。)


	資金使途	
　運転資金及び設備資金になります。
※ 金融機関の既融資金の肩代り、融資を受けた目的以外の使途には

    充てることはできません。

	
　運転資金に限ります。
※ 金融機関の既融資金の肩代り、融資を受けた目的以外の使途には

充てることはできません。


	貸付限度額	500万円以内	1,000万円以内
	融資期間	○ 運転資金・設備資金　 60ヶ月以内
※ ６ヶ月以内の据置期間を設けることができます。	○ 運転資金 72ヶ月以内
※ 12ヶ月以内の据置期間を設けることができます。
	貸付利率	○ 申込み受付日における「日本政策金融公庫の基準金利（中小企業事業の基準利率）」の0.30％低利となります。
	返済方法	○ 元金均等分割払いとなります。
	担保	○ 原則無担保となります。
	保証料	○ 愛媛県信用保証協会に対して貸付保証料(貸付時に一括払い)が必要となります。
	連帯保証人	
○ 原則として、法人における代表者のみとなりますが、愛媛県信用保証協会が認めた場合は不要となります。
※ 特別な事情がある場合は、上記以外の連帯保証人を求める場合があります。


	助成措置	
○ 延滞なく期日内に返済し、市の定める条件に該当する場合は、愛媛県信用

 保証協会に支払った「債務保証料の全額」及び「貸付利息の一定額（0.50％相当額）」を助成します。

	
○ 延滞なく期日内に返済し、市の定める条件に該当する場合は、

愛媛県信用保証協会に支払った「債務保証料の全額」及び

「借入額 500万円の範囲内における貸付利息の一定額（0.50％

相当額）」を助成します。




 

[申請に必要な書類] 

	No.	書類名	様式設置機関	一般経営資金	緊急経営資金
	市役所	金融機関	法人	個人	法人	
個人
	1	八幡浜市中小企業振興資金融資申込書	○	○	○	○	○	○
	2	信用保証委託申込書・保証人等明細(様式SH01)	−	○	○	○	○	○
	3	申込人(企業)概要(様式SH02)	−	○	○	○	○	○
	4	信用保証依頼書(様式SH03)	−	○	○	○	○	○
	5	個人情報の取扱いに関する同意書(様式SH06)	−	○	○	○	○	○
	6	
市税の納税証明書(申込人分及び連帯保証人分)	○	○	○	○	○	○
	7	印鑑登録証明書(申込人分及び連帯保証人分)	○	−	○	○	○	○
	8	許可の必要な業種は、営業許可書(写)	−	−	△	△	△	△
	9	商業登記簿謄本(写)、定款(写)、残高資産表(写)及び過去３年間分の決算報告書(写)	−	−	○	×	○	×
	10	過去３年間分の確定申告書(写)及び貸借対照表(写)	−	−	○	○	○	○
	11	建設業の場合は、過去１年間の工事歴及び現在の受注工事一覧表	−	−	△	△	△	△
	12	設備資金の場合は、見積書等(写)	−	−	△	△	△	△
	13	市の指定期間における売上高が「5.00％以上」減少していることの証明書	○	○	×	×	○	○


 

※ 一般経営資金欄及び緊急経営資金欄の○は必要、△は該当する場合のみ必要、×は不要を表示しています。
※ 様式設置期間欄の○は設置、−は未設置を表示しています。[image: tyuusyou3.png]

 

■問い合わせ先
　〒796-8501　八幡浜市北浜一丁目1番1号
　八幡浜市役所 産業建設部 商工観光課(八幡浜庁舎4階)
　電話　0894-22-3111(内線１445) 



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　商工観光課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3101
FAX：0894-24-6180
E-Mail：syokokanko@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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